
 

資料１－１ 

特定個人情報ファイルに係る諮問（市町村課）の経緯について 

 特定個人情報ファイル（個人番号をその内容に含む個人情報ファイル）を取り扱う事務については、特定個人情報の適正な取扱

いを確保するため、特定個人情報の漏洩等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価し、特定個人情報保護評価書

として作成・公表することとされている。（行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番

号法」という。）第２８条） 

 県が使用する現行の住民基本台帳ネットワークシステムに係る特定個人情報ファイル取扱事務（本人確認情報の利用及び提供

事務）に関しては、平成２７年５月に特定個人情報保護評価書を公表済み。 

 このたび、国において国外転出者による個人番号カードの利用等を実現するため、住民基本台帳法等の改正が行われ、現行の住

民票を基礎とした個人認証に加え、新たに国外転出後も利用可能な戸籍の附票を本人確認の基盤として活用する「附票連携シス

テム」を各都道府県で取り扱うこととされた。（令和６年５月末までの政令で定める日から施行）。 

 県（市町村課）において、附票連携システムを使用する際、個人番号を利用・提供する場合があることから、番号法第２８条に

基づき、現行の住民基本台帳ネットワークシステムに係る特定個人情報保護評価書に、附票連携システムにおける特定個人情報

ファイル取扱事務に関するリスク軽減措置等を追加変更する必要があり、特定個人情報保護評価の再実施が必要となった。 

 特定個人情報ファイルについて、重要な変更を加えようとするときは、当該個人情報の保護に関する学識経験者を含む合議制の

機関に意見を聴く必要があるとされている。（特定個人情報保護評価に関する規則第７条第４項） 

 本県の場合は、熊本県情報公開・個人情報保護審議会条例（以下「条例」という。）第２条の２第５号により、審議会が合議制

の機関として位置付けられているため、同課から諮問がなされることとなった。 

（所掌事務） 

第２条の２ 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２８条第１項の規定に基づき定められた特定個人情報保護評価に

関する規則（平成２６年特定個人情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定により、特定個人情報ファイル（同法第２条第９項に規定する

特定個人情報ファイルをいう。）の取扱いについて調査審議し、意見を述べること。 
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